
●地域包括支援センターでは、こんなことを行っています

地域包括支援センターは、みなさんが住み慣れた地域で安心して暮らして
いくために、必要な援助・支援を行う総合相談窓口です。新しい総合事業や
介護保険サービスの利用について、わからないことや相談があるときには、
お近くの地域包括支援センターへお問い合わせください。

多 賀 城 市

●各種サービスについてのお問い合わせ

介護予防ケアマネジメント

要支援と認定された方のケアプランを作
成し、生活機能が低下している方に総合
事業の利用を支援します。

権利擁護

高齢者虐待の防止や早期発見、また悪質
商法等の被害防止を、関係機関と連携し
ながら支援します。

包括的・継続的ケアマネジメント

適切なサービスが提供されるように、地
域のケアマネジャーへ助言や支援をしま
す。

総合相談支援

高齢者の抱える生活全般の悩み・相談に
対して、適切なサービスの紹介や、解決
のための支援をします。

●本パンフレットについてのお問い合わせ先
〒985-8531 多賀城市中央二丁目1番1号
多賀城市保健福祉部 介護福祉課 介護予防係
電話番号：022-368-1141 内線：665・666
FAX番号：022-368-7394

名 称
多 賀 城 市 西 部
地域包括支援センター

多 賀 城 市 中 央
地域包括支援センター

多 賀 城 市 東 部
地域包括支援センター

住 所

高橋四丁目24番１号 中央二丁目１番１号 下馬五丁目４番26号

特別養護老人ホーム
多賀城苑内

多賀城市役所向い
社会福祉センター内

下馬郵便局斜め向い

担 当
区 域
(行政区)

新田全区・高橋全区・山王・

南宮・市川・浮島・城南

高崎・東田中・志引・

東田中南・新田中・旭ヶ岡・

留ヶ谷・伝上山・隅田・向山・

東能ヶ田・西能ヶ田・八幡全区

鶴ヶ谷・丸山・黒石崎・

下馬全区・笠神全区・

大代全区・桜木全区

電 話 (022)309-3950 (022)368-6350 (022)363-4055
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を利用して、介護予防に取り組みましょう！
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介護予防についての相談は地域包括支援センターへ！

あ

し

た

あ

し

た



●要介護認定で要支援1又は2の判定を受けた人、または基本チェックリストにより
生活機能の低下が認められる人が利用できます。
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●65歳以上のすべての高齢者とその支援活動に関わる方が利用できます。

介護予防普及啓発事業
運動の機会の提供と
正しい知識の普及を目指します。

地域介護予防活動支援事業
住民運営の通いの場への支援や、地域で自ら介護予防に進んで
取り組む担い手の養成などを目指します。

地域リハビリテーション活動支援事業

地域介護予防活動
支援事業

リハビリテーション専門職の技術的助言
により、介護予防の機能強化を目指します。

事業名 健康ストレッチ教室 筋運アップ教室

場 所
時 間

シルバーヘルスプラザ(月4回)

・９:40～10:30
・10:30～11:30
・11:40～12:30
山王地区公民館(月2回)

大代地区公民館(月2回)

・13:30～14:30

山王地区公民館(月2回)

大代地区公民館(月2回)

・13:30～14:30

内 容

ストレッチ体操、転倒予防
の体操、手遊びや頭の体操
など

ラジオ体操、ストレッチ体
操、下肢筋力トレーニング、
ゴムバンド体操、体力測定
など

事業名
地域介護予防
スタートアップ

事業

介護予防
サポーター
支援事業

介護支援
ボランティア活動
ポイント事業

いきいきシニアの
介護予防活動
促進事業

対 象

地域で介護予防活
動を始めようとす
る団体又は開始し
て2年以内の団体

介護予防を地域に
広めるお手伝いを
したい概ね40歳以
上の方

介護施設等でのボ
ランティア活動に
関心のある65歳以
上の方

専門講師を招き、
地域で定期的に介
護予防活動を行う
団体

内 容

専門の運動指導員
が技術支援を行い、
介護予防の通いの
場の立ち上げを支
援します。

「介護予防サポー
ター養成講座」を
開催し、軽運動な
どの介護予防に関
する知識や技術を
学習します。

介護施設等で行っ
たボランティア活
動の時間に応じて
ポイントを付与し、
ポイント数に応じ
て、転換交付金を
支給します。

地域での介護予防
活動を応援するた
め、活動費の一部
を支援します。

類 型 訪問型サービス 通所型サービス
その他の生活
支援サービス

サービス
の種類又
は名称

従来の
介護予防訪問介護と
同様のサービス

軽度生活援助
サービス事業（市の独
自基準によるサービス）

従来の
介護予防通所介護と
同様のサービス

短期集中予防
サービス事業（市の独
自基準によるサービス）

認知症高齢者見守り
支援サービス事業
（市の独自基準による
サービス）

提供者又
は事業所

訪問介護事業所 シルバー人材センター 通所介護事業所
通所介護事業所、
接骨院など

シルバー人材センター

内 容

ホームヘルパーが自
宅を訪問し、身体介
護や生活を支援しま
す。

身体介護を必要とし
ない家事援助などの
生活支援をします。

食事・入浴などの
サービスや、生活機
能の維持向上のため
の体操や筋力トレー
ニングなどを支援し
ます。
※施設によって内容が異なり
ます。

約３ヶ月間でリハビ
リ専門職(機能訓練指
導員、柔道整復師な

ど)による機能訓練を
実施し、身体機能の
改善を支援します。
※施設によって内容が異なり
ます。

認知機能低下が認め
られる方に対し、話
し相手や散歩の付添
いなどの見守り支援
を行います。

提 供 時 間
／回 内容により異なる

３０分以上１時間未満
／回（週２回まで）

施設により異なる
２時間程度／回
（週１回まで）

２時間まで／回
（週２回まで）

『新しい総合事業』は、65歳以上のすべての人を対象とした、市町村が実施する介護予防事業です。介護保険の認定を受け
ていなくても、一人ひとりの生活に合わせた介護予防事業を利用できるようになります。地域で自分らしく暮らし続けていく
ために、『新しい総合事業』を利用して自立した生活を続けましょう。
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要介護（要支援）認定申請をする

介護予防ケアマネジメント
地域包括支援センターと本人や家族が
話し合い、ケアプランを作成する。

※基本チェックリストを受ける
※全25項目の設問を「はい」「いいえ」で答え
ていただく質問票です。
運動機能・口腔機能・栄養状態・物忘れ・閉じこ
もり・うつ病など、要介護状態の原因となる身体
の状態を確認します。

要介護
1～5の人

要支援
1・2の人

非該当の人

介護保険の介護
サービスを利用する

地域包括支援センター
と介護予防ケアプラン

を作成する

居宅介護支援事業所
とケアプランを作成

する

「いいえ」または
明らかに「要介護状態の場合」

地域包括支援センター（裏面）、
または多賀城市役所介護福祉課に相談する

デイサービスやホームヘルプサービス
のみ利用したい

介護保険の介護予防
サービスを利用する

「はい」または
「分からない」

従来の介護予防
サービスなどを
使う場合

新しい総合事業の

サービスだけを使う場合

自立した生活が送れる
と判断された場合

新しい総合事業
のサービスへ

従来の介護保険
サービスへ

生活機能が低下している
と判断された場合

※自分で行うことが難しい生活上の支援を行います。
※家族のための家事や日常的な家事の範囲を超えるもの
については、サービス対象外です。

内 容
「地域ケア会議」「通所・訪問介護事業所」「サービス担当者会議」の他、
介護予防活動を行う「住民運営の通いの場」などに、リハビリテーション専門職（理学療

法士、作業療法士等）を派遣し、様々な技術的助言を行います。

事業名
住民運営サロン
立ち上げ事業

対 象
地域でサロンを始
めようとする団体

内 容

運営方法や周知方
法を一緒に考え、
住民が主体的に運
営するサロンの立
ち上げを支援しま
す。


